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別紙１ 中野駅周辺エリア防災計画 

別紙２ 野方駅～鷺ノ宮駅周辺エリア防災計画 

 

１ 計画策定の目的 

○ 令和４年５月に東京都が発表した「首都直下地震等による東京の被害想定」によると、首都直

下地震等の大規模災害が発生した場合に、中野区内で 56,532 人が徒歩での帰宅が困難と

なり、また、15,521 人が当日の来街者等で職場や学校など所属する場所がないために屋外で

滞留することが想定されている。 

○ 大規模災害が発生した場合には、行政機関などは被災者の救出・救助活動等に重点的に取り

組んでいく必要があり、帰宅困難者に対する十分な初期対応がとれない可能性がある。 

○ こうした背景から、中野区では警察、消防、鉄道事業者、駅周辺事業者等で構成される中野

区帰宅困難者対策協議会（以下、「協議会」という。）を設置し、災害発生後の帰宅困難者への

対応を協議してきた。 

○ 平成 25 年 12 月には、中野区災害時帰宅困難者対策行動ルールを策定し、災害発生時の帰

宅困難者対策にかかる自助・共助・公助による総合的な対応方針を示したところである。 

○ 本計画は、中野区災害時帰宅困難者対策行動ルールを具体化すべく、区内のうち特に帰宅

困難者対策が必要となることが予想される地域について、行政、鉄道事業者、駅周辺事業者等

の連携・協力による帰宅困難者対策を協議会がまとめ、中野区が区の計画として位置づけたも

のである。なお、各地域における対策の詳細については、対策を推進すべき地域ごとに別紙とし

てまとめている。 

○ 区及び協議会では、本計画に基づく訓練を実施し検証していくとともに、駅周辺の環境の変

化や一時滞在施設の確保等に応じて本計画を随時改正していくものとする。  
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２ 中野区の現状 

(1) 中野区の交通状況 

① 鉄道及びバス路線 

ア 鉄道 

区内の鉄道は、区中央部を東西に貫通するＪＲ中央線が中核をなし、これと並行して南

には東京メトロ丸の内線が、北には西武新宿線が通っており、東京メトロ東西線も中野駅

に相互乗り入れしている。また、都営地下鉄大江戸線により、新江古田駅、ＪＲ東中野駅、

東京メトロ中野坂上駅が接続されている。 

イ バス路線 

区内のバス路線は、京王、関東、都営、西武、国際興業の５社が主に南北方向を運行し

ている。 

② 幹線道路 

区内の幹線道路は、青梅街道、新青梅街道、大久保通り、早稲田通りなどが東西に、環状

６号線（山手通り）、７号線、中野通りなどが南北に通り、中野区の重要な交通を担っている。 

なお、青梅街道及び環状７号線については、東京都が帰宅支援対象道路として指定してい

る。 

 

（区内の交通網） 
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③ 鉄道利用者数 

区内各駅の１日あたり乗降人員数は下表のとおりである。 

＜中野区内各駅の１日あたり乗降人員数＞（2022 年度） 

駅名 路線名 １日あたり乗降客数（人） 

中野駅 ＪＲ中央・総武線、中央線（快速） 119,846 人※１ 

東京メトロ東西線 125,787 人 

東中野駅 ＪＲ中央・総武線 34,412 人※１ 

都営地下鉄大江戸線 21,552 人※２ 

中野坂上駅 都営地下鉄大江戸線 32,147 人※２ 

東京メトロ丸の内線 65,946 人 

新江古田駅 都営地下鉄大江戸線 24,317 人※２ 

新中野駅 東京メトロ丸の内線 30,917 人 

中野新橋駅 東京メトロ丸の内線 18,258 人 

中野富士見町駅 東京メトロ丸の内線 17,111 人 

新井薬師前駅 西武新宿線 18,321 人 

沼袋駅 西武新宿線 16,623 人 

野方駅 西武新宿線 21,546 人 

都立家政駅 西武新宿線 16,356 人 

鷺ノ宮駅 西武新宿線 28,112 人 

出典：各鉄道事業者のホームページより抜粋 

※１ ＪＲ各駅は、乗車人員数を掲載 

※２ 都営地下鉄大江戸線各駅は、乗車人員数及び降車人員数の合計を掲載 
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３ 被害想定 

(1) 想定地震 

○ 種 類 多摩東部直下地震 

○ 震 源 多摩東部 

○ 規 模 マグニチュード７.３ 

○ 震源の深さ 約 30km～45km 

 

(2) 気象条件等 

○ 季節等  冬の夕方 18 時、風速８ｍ／秒 

○ 想定される被害 

① 火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯で、これらを原因とする出火数が最も多く

なる 

② オフィスや繁華街周辺、ターミナル駅では、帰宅や飲食のため滞留者が多数存在する 

③ ビル倒壊や看板等の落下物等により被災する危険性が高い 

④ 鉄道、道路はほぼラッシュ時に近い状況で人的被害や交通機能支障による影響が大きい 

 

(3) 被害想定（中野区全域） 

○ 震度    84.2％が６弱、15.8％が６強 

○ 物的被害 

① 建物全壊棟数   1,036 棟 

② 建物焼失棟数   1,303 棟（倒壊建物を含まない） 

○ 人的被害 

① 死者    98 人（うち災害時要配慮者 65 人） 

② 負傷者          2,301 人（うち重傷者 576 人） 

○ ライフライン 

① 電気（停電率）           6.1％ 

② 通信（不通率）                 2.3％ 

③ ガス（供給停止率）           10.0％ 

④ 上水道（断水率）           17.4％ 

⑤ 下水道（管きょ被害率）          3.9％ 

○ 区内滞留者数 

① 屋内滞留者数               146,184 人 

② 屋外滞留者数            15,521 人 

○ 帰宅困難者数             56,532 人 

４ 対策の基本方針 

(1) 中野区災害時帰宅困難者対策行動ルールに基づく取り組みの推進 

協議会では、首都直下地震等の大規模災害が発生した際の、特に駅周辺事業者等が行うべ

き対応として、中野区災害時帰宅困難者対策行動ルールを平成 25 年 12 月に定めた。 
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本計画では、当該ルールに基づき、各事業者は自助の取り組みを推進していくとともに、共

助・公助ルールに沿って事業者間の連携・協力を図っていくことを基本方針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 対策を推進すべき地域の設定 

中野区災害時帰宅困難者対策行動ルールは、中野区全域で取り組むべき事項として示した

ものだが、滞在者が多く存在し、災害時に特に帰宅困難者対策が必要となる地域については、

公助ルール１ 災害時の情報提供体制の整備を行う 
公助ルール２ 防災インフラの整備を行う 

公助ルール４ 災害時行動ルールの広報を行う 
公助ルール５ 所属がない帰宅困難者の備蓄を確保する 
公助ルール６ 災害関連情報の収集・情報提供を行う 

公助ルール３ 一時滞在施設の確保を行う 

公助ルール０ 区内全域において、生命、身体、財産を守る 

平常時 

災害発生時 

混乱収拾時 

公助ルール（区及び防災関係機関の取り組み） 

最優先事項 

公助ルール６ 災害関連情報の収集・情報提供を行う 

自助ルール（組織単位での取り組み） 

自助ルール１ 施設の安全確保に努める 
自助ルール２ 施設内待機のための備蓄を確保する 
自助ルール３ 構成員の安否確認手段の確保に努める 
自助ルール４ 帰宅手順の策定に努める 

平常時 

自助ルール６ 構成員の円滑な帰宅を支援する 混乱収拾時 

自助ルール５ 構成員の一斉帰宅の抑制を行う 災害発生時 

自助ルール０ 構成員の身の安全を確保する 最優先事項 

共助ルール１ 来街者保護のための体制を整備する 
共助ルール２ 来街者等の移動抑制に努める 
共助ルール３ 来街者に対する情報提供を行う 
共助ルール４ 来街者の避難誘導を行う 
共助ルール５ 一時滞在施設の運営に協力する 
共助ルール６ 帰宅者に対する支援を行う 

共助ルール０ 地域の被害を最小限に抑える 

災害発生時 

平常時 

混乱収拾時 

共助ルール（組織間の協力事項） 

最優先事項 
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本ルールに基づく共助・公助の取り組みを確実なものとするため、あらかじめ協力体制を構築し

ておくことが重要である。 

協議会では、特に対策が必要となる以下の地域を設定し、事業者間の防災連携体制の強化

を図っていくこととする。 

 

① 中野駅周辺地域 

乗降人員数が多い中野駅・東中野駅・中野坂上駅を中心に、駅及び近隣施設に一定の屋

内スペースが少ない新井薬師前駅・沼袋駅・新中野駅周辺を包含する地域 

② 野方駅～鷺ノ宮駅周辺地域 

乗降人員数はそれほど多くないが、駅及び近隣に一定の屋内スペースが少なく、一定の対

策を必要とする地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①中野駅周辺地域 

②野方駅～鷺ノ宮駅周辺地域 
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(3) 各地域における連携・協力事項 

① 平常時 

ア 来街者保護のための体制の整備 

災害発生時に実効性の高い対策を実施していくためには、あらかじめ来街者保護のた

めの体制を整備していく必要がある。 

協議会では、さらに事業者の参画を呼び掛けていくとともに、必要な体制の整備に努め

ていく。 

イ 帰宅困難者対策訓練の実施 

協議会は、整備した体制に基づく帰宅困難者対策をより実効性の高いものとするため、

必要に応じて帰宅困難者対策訓練を実施する。 

② 災害発生時 

ア 来街者への情報提供 

災害発生時には、地震の規模、被害の状況、家族の安否、公共交通機関の運行状況等に

ついて、より正確な情報を提供し、不安や混乱を最小限に抑えることが必要となってくるが、

ライフラインが途絶した場合、特に屋外にいる滞留者については、こうした情報を手に入れ

ることが難しくなることが想定される。 

区は、国、都、警察、消防、マスコミ、鉄道事業者、公共機関等から情報を収集し、防災行

政無線、Ｌアラート、エリアメール、防災情報メールマガジン、ホームページ、エックス（旧：ツ

イッタ―）等を通して駅、避難所、一時滞在施設といった施設へ災害関連情報（公共交通機

関運行情報、道路被害情報、火災発生状況、一時滞在施設開設情報、近隣区の状況等）を

提供する。各施設は、デジタルサイネージや館内放送等の既存の設備等を用いて滞留者へ

情報を発信していく。 

協議会に加盟している鉄道事業者、駅周辺事業者等は、駅周辺等に情報提供ステーショ

ンを設置・運営する。区は帰宅困難者対策班を派遣し、情報提供ステーションの運営、指揮

及び区災害対策本部との連携を行う。 

情報提供ステーションでは、災害関連情報をホワイトボード、トランジスタメガホンを用い

て屋外滞留者へ提供するとともに、周辺の一時滞在施設や帰宅支援ステーションが掲載さ

れている地図を併せて配布することで、無用な混乱を回避するよう努めていく。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 避難誘導 

中野区 

情報提供ステーション 一時滞在施設 

避難所 駅 

避難所、一時滞在施設、駅、情報提供ステーション等で正確な情報を発信 
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特に鉄道から誘導された鉄道利用者については、周辺の地理に詳しくない可能性が 

高く、より安全な場所へ誘導していく必要がある。 

協議会に加盟している鉄道事業者、駅周辺事業者等は、近隣の状況や情報提供ステー

ション等から収集した災害関連情報をもとに、必要に応じて警察、消防等と連携し、滞留者

を近隣の広域避難場所や一時滞在施設など、安全な場所へ避難誘導するよう努めていく。 

ウ 一時滞在施設の運営協力 

職場や学校など所属がない帰宅困難者を対象に、施設の一部を一時的な滞在場所とし

て使用することに関して、区と協定を締結した施設等（以下、「一時滞在施設」という。）が開

設された場合や収容可能な区有施設等では、施設滞在者に加えて、屋外にいる帰宅困難

者の受入れを行うことが想定される。 

各一時滞在施設では、災害時に迅速に一時滞在施設の開設、運営ができるよう、時系列

ごとの動きや具体的な行動を記載した管理運営マニュアルを作成しているが、災害発生時

の混乱の中、施設利用者に加えて、受け入れた帰宅困難者の対応を施設管理者のみで行

うことは難しく、必要に応じて連携・協力を行うことが求められる。 

区は帰宅困難者対策班を派遣するとともに、協議会に加盟している鉄道事業者、駅周辺

事業者等は、可能な限り一時滞在施設の運営に協力し適切な施設運営を行っていく。 

 

 

○ 明治大学中野キャンパス ○ 帝京平成大学中野キャンパス 

○ なかのＺＥＲO                ○ 早稲田大学中野国際コミュニティプラザ 

〇 トヨタモビリティ東京株式会社（中野新井店、中野坂上店、東中野店） 

○ KOENJI crossover  ○ 都立高等学校等 
 

(4) 鉄道事業者による取り組み 

特に大規模な地震が発生した場合、区内の各鉄道は即座に運転を中止し、鉄道利用者の保

護及び避難誘導を行うとともに、施設・列車・線路の点検・復旧作業にあたることとしている。 

各鉄道事業者は、鉄道の運行状況や復旧見込み等の情報を区や鉄道利用者に提供するとと

もに、既設の電光掲示板や構内放送等を用いて鉄道利用者等に提供する。また、構内の安全が

確保された場合は、滞在スペースの提供や備蓄物資の配布等に努めていく。 

 

(5) 対策の発動基準 

協議した各種帰宅困難者対策については、公共交通機関が停止し、帰宅困難者が発生する

と予想される震度５強とする。

＜中野区内の一時滞在施設＞（令和６年５月現在） 
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＜帰宅困難者対策の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 一時滞在施設 

参集 

災害発生 
平常時 

３時間後まで 

鉄道事業者 駅周辺事業者等 優先的に行う対策 

体制整備、訓練の実施 

身の安全の確保、救助・救出、初期消火活動、安全

な場所への避難、一斉帰宅の抑制、一時滞在施設の

開設、情報提供ステーションの開設 

施設の安全確認、従業員等の安否確認 施設の安全確認、災害対策本部

設置 
鉄道の運行停止、施設の安全確認、

従業員等の安否確認 

６時間後まで 
救助・救出、安全な場所への避難、一斉帰宅の抑制、

災害関連情報の提供、一時滞在施設の開設・運営、

情報提供ステーションの開設・運営 

２４時間後まで 災害関連情報の提供、一時滞在施設の運営、情報提

供ステーションの運営、帰宅支援 

避難所の開設、災害関連情報収
集、提供 
 
 
情報提供ステーション 
一時滞在施設への職員派遣 

施設内保護、安全な場

所への誘導 
復旧作業 安全な場所への誘導、施設内保護 

一時滞在施設開設 

一時滞在施設運営協力 

一時滞在施設への誘導 

情報提供ステーション設置、情報提供 

滞留者、運行状況報告 
滞留者・施設状況報告、 
一時滞在施設開設準備 

一斉帰宅の抑制 
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５ 今後の検討課題等 

(1) 一時滞在施設のさらなる確保 

東京都の被害想定における中野区内の屋外滞留者 15,521 人に対し、確実に滞在可能な場

所を確保するため、一時滞在施設をさらに確保していく必要がある。 

区は、公助ルールに基づき、駅周辺の一定の屋内スペースをもつ施設に対し、一時滞在施設

としての施設の提供を行うよう働きかけていく。 

また、既存の一時滞在施設においても、自立的に開設、運営していくよう訓練を行っていく。 

 

(2) 都及び近隣区と連携した帰宅支援 

災害発生初期の対応に加えて、円滑な帰宅支援を行っていく必要があるが、徒歩帰宅者等

への支援については、中野区内だけでなく、近隣区も含めた広域的な支援が不可欠となる。 

協議会では、共助ルールに基づき、帰宅支援対象道路として指定されている青梅街道を中心

に中野区域内を通る徒歩帰宅者への支援を検討していくとともに、都及び近隣区との連携を図

っていく。 

 

(3) 帰宅困難者対策への協力事業者の確保 

災害発生時、協議会だけでは帰宅困難者対策を円滑に進めることが難しい場合も想定され

る。 

協議会では、訓練やその他の機会を通して帰宅困難者対策の必要性を周知していくとともに、

災害時に確実かつ迅速に対策に取り組むことが可能なよう、さらに協力事業者を募っていく。 

さらには、訓練等を通して事業者間の連携をさらに深め、組織的な対応がとれるよう図ってい

く。 

 

(4) 来街者への情報提供手段の拡充 

災害時の状況によっては、施設や街角に設置されているデジタルサイネージ等の広告媒体や

フリーWi-Fi 等も活用できる場合がある。 

協議会では、災害時に商店街や施設等に設置されているデジタルサイネージ等の広告媒体

が活用できるよう媒体設置者に働きかけるとともに、フリーWi-Fi が活用できる地域の広報を

図っていく。 
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６ 検討経過 

(1) 帰宅困難者対策協議会委員一覧（令和６年５月現在） 

分類 名称 

行政機関（区） 中野区 

警察 中野警察署 野方警察署 

消防 中野消防署 野方消防署 

東京商工会議所 東京商工会議所中野支部 

公共交通事業者（鉄道） 
西武鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 

東京都交通局都庁前駅務管理所 東日本旅客鉄道株式会社 

公共交通事業者（バス） 
関東バス株式会社 京王バス株式会社 

東京都交通局小滝橋自動車営業所 

中野区商店街連合会 

新井薬師駅商店会 鷺宮商明会 

中野サンモール商店街振興組合 中野南口駅前商店街 

中野ブロードウェイ商店街振興組合 野方商店街振興組合 

宝仙寺前通商店会 

駅周辺事業者等 

学校法人帝京平成大学 学校法人明治大学 

学校法人早稲田大学 株式会社丸井グループ 

株式会社丸井 管理組合法人ブロードウェイ管理組合 

キリン株式会社 JN 指定管理者共同事業体 

住友不動産株式会社 西武信用金庫 

東京建物株式会社 東京電力パワーグリッド株式会社 

東京都生活協同組合連合会 東京都中野都税事務所 

東京マツダ販売株式会社 トヨタモビリティ東京株式会社 

三井不動産ビルマネジメント株式会社 中野区町会連合会 

中野工業産業協会 

都立高等学校 
都立鷺宮高等学校 都立稔ヶ丘高等学校 

都立武蔵丘高等学校 

地域防災会 

打越町会防災会 北鷺町会防災会 

白鷺三丁目防災会 中野駅前南口町会防災会 

野方南自治会防災部 東中野五丁目小滝防災会 

本三宮前防災会 

（分類ごとに五十音順） 

 

※ その他、オブザーバーとして東京都総務局及び国土交通省が参加 
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(2) 検討経過 

会議名 日程 主な議題 

第１回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 25 年 

９月２日 

○平成 25 年度協議事項（案）及び今後の進め方につ

いて 

○従業員・利用者保護等に関する状況把握調査の実

施について 

第２回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 25 年 

10 月 31 日 

○従業員・利用者保護等に関する状況把握調査結果

について 

○災害時帰宅困難者対策行動ルールについて 

第３回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 25 年 

12 月 16 日 

○災害時帰宅困難者対策行動ルールについて 

○部会の設置について 

第１回 

中野駅周辺対策部会 

平成 26 年 

３月 24 日 

○東日本大震災時の中野区内の状況について 

○避難誘導及び情報提供について 

第１回 

東中野駅・中野坂上駅周辺対策部会 

平成 26 年 

５月１日 

第１回 

西武新宿線沿線周辺対策部会 

平成 26 年 

５月８日 

第２回 

中野駅周辺対策部会 

平成 26 年 

６月５日 

○避難誘導及び情報提供について 

○一時滞在施設について 

第２回 

東中野駅・中野坂上駅周辺対策部会 

平成 26 年 

６月 23 日 

第２回 

西武新宿線沿線周辺対策部会 

平成 26 年 

７月 28 日 

第３回 

中野駅周辺対策部会 

平成 26 年 

９月９日 

○これまでの議論のまとめ 
第３回 

東中野駅・中野坂上駅周辺対策部会 

平成 26 年 

10月20日 

第３回 

西武新宿線沿線周辺対策部会 

平成 26 年 

11 月 27 日 

第４回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 27 年 

２月５日 

○各部会の協議結果報告 

○中野区帰宅困難者対策行動計画（案）について 

○帰宅困難者対策訓練の実施について 

第５回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 27 年 

８月 10 日 

○今年度以降のスケジュールについて 

○情報提供・避難誘導に係るマニュアルの整備につい

て 

○平成 27 年度帰宅困難者対策訓練（案）について 

○平成 28 年度帰宅困難者対策訓練（たたき台）につ

いて 

第１回 

情報提供・避難誘導部会 

平成 27 年 

９月８日 
○情報提供・避難誘導マニュアルについて 

第２回 

情報提供・避難誘導部会 

平成 27 年 

10月30日 

○情報提供・避難誘導マニュアルについて 

○平成 27 年度帰宅困難者対策訓練への対応につい

て 

第６回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 28 年 

３月 17 日 

○情報提供・避難誘導マニュアルについて 

○平成 27年度帰宅困難者対策訓練実施結果報告に

ついて 

○平成 28 年度帰宅困難者対策訓練について 
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第７回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 28 年 

７月 20 日 

○中野区帰宅困難者対策行動計画の修正について 

○平成 28 年度帰宅困難者対策訓練について 

第８回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 28 年 

８月 23 日 
○平成 28 年度帰宅困難者対策訓練について 

第９回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 29 年

１月 23 日 

○平成 28 年度帰宅困難者対策訓練の実施結果につ

いて 

第 10 回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 29 年 

６月 27 日 

○新会長の選出について 

○平成 29 年度中野区帰宅困難者対策訓練の実施

（案）について 

第 11 回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 29 年 

９月１日 

○中野区帰宅困難者対策協議会の概要について 

○平成 29 年度中野区帰宅困難者対策訓練実施概

要（案）について 

第 12 回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 30 年 

２月 13 日 

○平成 29 年度 中野区帰宅困難者対策訓練実施結

果について 

○「災害時における施設利用にかかる協定」の締結に

ついて 

第 13 回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 30 年 

８月６日 

〇新会長の選出について 

〇平成 30 年度中野区帰宅困難者対策訓練の実施

(案)について 

第 14 回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 30 年 

９月 26 日 

〇平成 30 年度帰宅困難者対策訓練内容の協議につ

いて 

第 15 回 

帰宅困難者対策協議会 

平成 31 年 

２月５日 

〇平成30年度中野区帰宅困難者対策訓練の実施結

果について 

第 16 回 

帰宅困難者対策協議会 

令和元年 

９月３日 

〇新会長の選出について 

〇令和元年度中野区帰宅困難者対策訓練の実施

(案)について 

第 17 回 

帰宅困難者対策協議会 

令和元年 

10月28日 

〇令和元年度中野区帰宅困難者対策訓練実施概要

について 

第 18 回 

帰宅困難者対策協議会 

令和２年 

２月４日 

〇令和元年度中野区帰宅困難者対策訓練の実施結

果について 

〇帰宅困難者対策アンケートの集計結果について 

令和５年度第１回 

帰宅困難者対策協議会 

令和５年 

９月 19 日 

○一時滞在施設の指定解除及び新規指定について 

○中野区帰宅困難者対策行動計画の修正について 

○帰宅困難者対策訓練の実施について 

令和６年度第１回 

帰宅困難者対策協議会 

令和６年 

５月 31 日 

〇中野区帰宅困難者対策行動計画の改定について 

〇帰宅困難者オペレーションシステムについて 

〇帰宅困難者訓練の実施スケジュールについて 

 


		2024-09-27T11:17:42+0900
	02375150




